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（
質
問
の 

五
） 

答

弁

第

五

号 

   

衆
議
院
議
員
久
保
田
鶴
松
君
提
出
全
国
金
属
労
働
組
合
と
そ
の
組
合
員
に
対
す
る
不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
八
第
五
号 

昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
日 

衆

議

院

議

長 
前

尾

繁

三

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
久
保
田
鶴
松
君
提
出
全
国
金
属
労
働
組
合
と
そ
の
組
合
員
に
対
す
る
不
当
労
働
行
為 

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

質
問
の
別
紙
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
企
業
に
係
る
命
令
、
判
決
又
は
決
定
の
う
ち
政
府
が
現
在
ま
で
に
調
査 

 
 

し
、
確
認
し
た
も
の
の
理
由
及
び
内
容
と
経
過
の
概
略
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

1 

日
特
金
属
工
業
株
式
会
社
（
以
下
「
日
特
金
属
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
の
昭

和
五
十
年
六
月
十
七
日
の
命
令
で
は
、
会
社
が
昭
和
四
十
六
年
十
月
二
十
日
に
全
国
金
属
労
働
組
合
日
特
金 

 

属
支
部
の
組
合
員
九
名
を
指
名
解
雇
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
、
会
社
が
経
営
危
機
に
伴
う
人
員
整
理 

 

に
際
し
て
組
合
活
動
家
を
企
業
内
か
ら
排
除
す
る
意
図
の
下
に
行
つ
た
も
の
で
あ
り
、
不
当
労
働
行
為
で
あ 

 

る
と
判
断
し
た
う
え
、
会
社
に
対
し
て
、
被
解
雇
者
九
名
の
原
職
な
い
し
原
職
相
当
職
へ
の
復
帰
等
を
命
じ 



3 

日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
株
式
会
社
（
以
下
「
日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
神
奈

川
県
地
方
労
働
委
員
会
の
昭
和
五
十
一
年
三
月
十
九
日
の
命
令
で
は
、
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
日
本
ア 

 

イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
支
部
の
組
合
員
十
二
名
の
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
分
賃
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら 

 

組
合
員
の
同
月
分
の
賃
金
は
い
ず
れ
も
同
一
条
件
者
の
平
均
賃
金
額
よ
り
低
額
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ 

 

れ
は
、
会
社
が
こ
れ
ら
組
合
員
を
組
合
活
動
家
で
あ
る
が
故
に
こ
と
さ
ら
嫌
悪
し
、
賃
金
体
系
を
利
用
し
つ 

2 

株
式
会
社
電
業
社
機
械
製
作
所
（
以
下
「
電
業
社
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
静
岡
地
方
裁
判
所
沼
津
支
部

の
昭
和
五
十
年
七
月
四
日
の
決
定
で
は
、
会
社
と
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
静
岡
地
方
本
部
電
業
社
支
部
と 

 

の
間
の
団
体
交
渉
が
同
年
三
月
五
日
に
打
ち
切
ら
れ
、
そ
の
後
同
支
部
の
団
体
交
渉
再
開
の
要
請
に
対
し
会 

 

社
が
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
会
社
側
に
団
体
交
渉
を
拒
否
す
る
正
当
な
理
由
が
な
い
こ
と 

 

等
を
理
由
と
し
て
、
会
社
に
対
し
て
、
速
や
か
に
団
体
交
渉
を
す
べ
き
旨
の
仮
処
分
を
命
じ
て
い
る
。 

て
い
る
。 

四 

 



二
に
つ
い
て 

3 

日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
に
お
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
の

3
の
命
令
に
対
し
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
昭 

和
五
十
一
年
四
月
十
四
日
、
中
労
委
に
再
審
査
の
申
立
て
を
行
つ
て
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
命
令
を
履 

2 

電
業
社
に
お
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
の

2
の
決
定
に
対
し
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
昭
和
五
十
年
七
月
五 

日
、
静
岡
地
方
裁
判
所
沼
津
支
部
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
行
つ
て
い
る
が
、
こ
の
決
定
に
従
つ
て
い
る
と 

 

聞
い
て
い
る
。 

1 

日
特
金
属
に
お
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
の

1
の
命
令
に
対
し
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
昭
和
五
十
年
七
月 

十
二
日
、
中
央
労
働
委
員
会
（
以
下
「
中
労
委
」
と
い
う
。
）
に
再
審
査
の
申
立
て
を
行
つ
て
お
り
、
現
在
の
と

こ
ろ
こ
の
命
令
を
履
行
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。 

つ
昇
給
の
都
度
経
済
面
か
ら
不
当
に
差
別
し
た
も
の
で
あ
り
、
不
当
労
働
行
為
で
あ
る
と
判
断
し
た
う
え
、 

 
会
社
に
対
し
て
、
同
月
分
及
び
そ
れ
以
後
の
賃
金
の
是
正
等
を
命
じ
て
い
る
。 

五 

 



三
に
つ
い
て 

1 

労
働
基
準
監
督
機
関
に
対
す
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
以
降
、
電
業
社
及
び
日
本
ア
イ
・ 

ビ
ー
・
エ
ム
の
事
業
場
に
お
い
て
労
働
基
準
法
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
組
合 

 

の
役
員
等
か
ら
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
九
件
及
び
一
件
の
申
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

日
特
金
属
、
電
業
社
及
び
日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
の
三
企
業
に
関
す
る
労
働
関
係
諸
法
規
違
反
の
申
告
や 

 

人
権
侵
犯
な
ど
の
申
告
の
件
数
及
び
処
理
状
況
の
概
略
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
お
い
て
は
、
申
告
に
係
る
事
業
所
に
対
し
て
臨
検
監
督
を
実
施
し
、
そ
の
結 

 
 

果
、
電
業
社
に
係
る
申
告
の
う
ち
労
働
基
準
法
第
二
十
四
条
、
第
三
十
九
条
等
に
違
反
す
る
事
実
が
認
め
ら 

 

れ
た
も
の
二
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
是
正
す
る
よ
う
勧
告
を
行
い
、
是
正
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま 

 
 

た
、
日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
に
係
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
引
き
続
き
調
査
中
で
あ
る
。 

行
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。 

六 

 



四
に
つ
い
て 

(1) 

丸
善
ミ
シ
ン
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
配
置
転
換
拒
否
を
理
由
と
す
る
懲
戒
解
雇
、
会
社
に
よ
る
組
合
旗
の 

撤
去
等
の
問
題
に
関
す
る
三
件
の
事
件
が
あ
る
。 

2 
人
権
擁
護
機
関
に
対
す
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
以
降
、
電
業
社
の
従
業
員
か
ら
所
轄
地 

方
法
務
局
に
対
し
、
上
司
等
か
ら
人
権
侵
犯
を
受
け
た
旨
の
申
告
が
一
件
あ
り
、
現
在
、
同
地
方
法
務
局
に 

 

お
い
て
調
査
中
で
あ
る
。 

日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
全
国
金
属
労
働
組
合
又
は
そ
の
組
合
員
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
事
件
の 

 

う
ち
、
政
府
が
現
在
ま
で
に
調
査
し
、
確
認
し
た
事
件
で
現
在
中
労
委
に
係
属
中
の
も
の
（
質
問
の
別
紙
に
掲 

 

げ
ら
れ
て
い
る
企
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
十
七
件
で
あ
り
、
そ
の
企
業
名
、
件
数
及
び
内
容
の
概
略
は
、 

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
件
の
大
部
分
に
つ
い
て
は
、
現
在
審
問
な
い
し
審
問
後
の
手
続
が 

 

進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

七 

 



(7) 

日
本
サ
ー
キ
ッ
ト
工
業
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
就
業
時
間
中
の
団
体
交
渉
出
席
者
に
対
す
る
賃
金
カ
ッ
ト 

(6) 

山
形
小
松
重
車
輛
株
式
会
社
、
山
形
小
松
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
株
式
会
社
及
び
株
式
会
社
東
商
に
つ
い
て
、 

会
社
の
職
制
に
よ
る
労
働
組
合
へ
の
支
配
介
入
等
の
問
題
に
関
す
る
一
件
の
事
件
が
あ
る
。 

(5) 

ハ
ッ
ピ
ー
ミ
シ
ン
製
造
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
組
合
幹
部
に
対
す
る
懲
戒
処
分
等
の
問
題
に
関
す
る
二
件 

の
事
件
が
あ
る
。 

(4) 

大
阪
金
属
加
工
株
式
会
社
及
び
丸
紅
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
会
社
の
職
制
に
よ
る
労
働
組
合
へ
の
支
配
介 

入
、
労
働
争
議
の
解
決
金
に
関
す
る
労
使
協
定
の
履
行
等
の
問
題
に
関
す
る
二
件
の
事
件
が
あ
る
。 

(3) 

中
外
電
気
工
業
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
会
社
の
職
制
に
よ
る
労
働
組
合
へ
の
支
配
介
入
等
の
問
題
に
関
す 

る
一
件
の
事
件
が
あ
る
。 

(2) 
日
本
エ
ヌ
・
シ
ー
・
ア
ー
ル
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
組
合
事
務
所
の
明
渡
し
請
求
、
昇
給
及
び
一
時
金
支 

給
の
差
別
取
扱
い
等
の
問
題
に
関
す
る
二
件
の
事
件
が
あ
る
。 

八 

 



(12) 

竹
内
鉄
工
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
賃
金
等
の
差
別
に
よ
る
労
働
組
合
へ
の
支
配
介
入
等
の
問
題
に
関
す
る 

一
件
の
事
件
が
あ
る
。 

(11) 

株
式
会
社
淀
川
プ
レ
ス
製
作
所
に
つ
い
て
、
一
時
金
支
給
の
差
別
取
扱
い
等
の
問
題
に
関
す
る
一
件
の
事 

件
が
あ
る
。 

(10) 

株
式
会
社
大
阪
工
作
所
に
つ
い
て
、
労
働
組
合
の
交
渉
委
員
に
被
解
雇
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
等
を
理 

由
と
す
る
団
体
交
渉
の
拒
否
の
問
題
に
関
す
る
一
件
の
事
件
が
あ
る
。 

(9) 

日
産
自
動
車
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
組
合
事
務
所
及
び
掲
示
板
の
貸
与
に
お
け
る
労
働
組
合
間
の
差
別
取 

扱
い
の
問
題
に
関
す
る
一
件
の
事
件
が
あ
る
。 

(8) 
国
光
製
鋼
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
賃
金
引
上
げ
及
び
一
時
金
の
査
定
に
お
け
る
差
別
取
扱
い
の
問
題
に
関 

す
る
一
件
の
事
件
が
あ
る
。 

等
の
問
題
に
関
す
る
一
件
の
事
件
が
あ
る
。 

九 

 



五
に
つ
い
て 

個
別
の
労
使
紛
争
に
お
い
て
使
用
者
に
不
当
労
働
行
為
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
労
働
委
員
会
等 

 

の
権
限
あ
る
機
関
が
判
断
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
の
で
、
政
府
と
し
て
は
、
と
か
く
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差 

 

し
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
紛
争
が
特
に
長
期
化
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
等
に
つ
い
て
は
、
政 

 

府
と
し
て
も
、
関
係
の
都
道
府
県
当
局
を
通
じ
て
そ
の
実
情
の
は
握
に
努
め
、
必
要
に
応
じ
関
係
者
に
対
し
助 

使
用
者
が
労
働
関
係
諸
法
規
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
か
ね
て
か
ら
労
働
関 

 

係
諸
法
規
の
違
反
の
防
止
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
労
働
基
準
法
等
に
違
反
す
る
行
為
を
行
つ
た
使
用
者
に
対
し
て
は
、
労
働
基
準
監
督
機
関 

 

に
お
い
て
是
正
勧
告
を
行
い
、
特
に
こ
れ
に
従
わ
な
い
よ
う
な
悪
質
な
事
案
に
つ
い
て
は
、
送
検
等
の
措
置
を 

 

講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
労
使
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
当
局
の
協
力
を
得
て
、
不 

当
労
働
行
為
の
防
止
と
健
全
な
労
使
関
係
の
確
立
の
促
進
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一
〇 

 



 

一
一 

言
・
指
導
を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
に
お
い
て
も
、
労
使
当
事
者
の
自
主
的
解
決
へ
の
努
力
に
期 

 

待
し
つ
つ
、
労
使
当
事
者
の
話
合
い
の
促
進
等
紛
争
の
早
期
か
つ
円
満
な
解
決
の
た
め
に
努
力
し
て
ま
い
る
所 

 

存
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




